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令和８年度栗原市任期付市費負担教員採用募集要項（２次募集） 

 

 栗原市では、市独自に教員を採用し、少人数学級編制を実施するための教員を募集します。 

 

１ 採用について 

⑴ 採用予定人数 

 ア 小学校教諭 １３名程度       

 イ 中学校教諭  １名程度        

 

⑵ 選考種別 

  ア 一般選考 

  イ 教職経験者特別選考 

 

⑶ 受験資格 

ア 選考種別共通 

① 普通免許状（教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条第２項に規定す

る小学校又は中学校の教諭の免許状をいう。以下同じ。）を所有している者又は令

和８年３月３１日までに普通免許状を取得見込みの者 

② 地方公務員法第１６条及び学校教育法第９条の欠格条項に該当しない者（詳しくは、

４ページを確認してください。） 

イ 教職経験者特別選考 

① 宮城県職員永年勤続者表彰（宮城県職員表彰規定第５条）の表彰を受けている者ま

たは宮城県以外の自治体で同等の表彰を受けている者 

 

２ 応募手続について 

⑴ 応募時に提出する書類等 

ア 栗原市任期付市費負担教員採用志願書（写真を添付したものに限る。） 

  イ 栗原市任期付市費負担教員登録個人調査票 

  ウ 小学校又は中学校の教諭免許状の写し  

  エ 受験票（写真を添付したものに限る。） 

  オ 書類を郵送で提出する場合は、返信用封筒（長形３号（１２０×２３５㎜）の封 

筒に１１０円切手を貼り、郵便番号、住所及び氏名を記入したもの。） 

 

⑵ 受付期間等 

ア 受付期間 令和８年２月２日（月）から令和８年２月１３日（金）まで 

イ 受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（日曜日、土曜日及び国民の祝 

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。） 

なお、郵送の場合は、受付期間最終日の消印まで受け付けます。 

ウ 提 出 先 〒９８９－５１７１ 宮城県栗原市金成沢辺町沖２００番地 
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         栗原市教育委員会 学校教育課 

（注） 郵送の場合は、封筒の表に「教員採用志願書在中」と朱書し 

て、必ず簡易書留で郵送してください。 

 

３ 試験日及び試験会場 

⑴ 試 験 日 令和８年２月２１日（土） 

⑵ 試験会場 〒９８９－５１７１ 宮城県栗原市金成沢辺町沖２００番地 

一般選考      栗原市金成庁舎２階 ２０１会議室 

        教職経験者特別選考 栗原市金成庁舎３階 ３０４会議室 

※なお、都合により当日試験会場に来ることが困難な方については、希望によりオンライン 

面談及び小論文の事前送付等により試験と見なすことも可能とします。 

 

４ 試験内容 

⑴ 一般選考 

  ア 小 論 文（８００字程度） 

  イ 個人面接 

 

⑵ 教職経験者特別選考 

  ア 個人面接 

 

５ 合格者の発表 

合格者の発表は、令和８年２月２７日（金）に市役所前掲示場への掲示及び市ホームペ

ージに掲載し、合格者には郵送で通知する予定です。なお、電話での問い合わせには回答

しませんので、予め御了承願います。  

 

６ 試験結果の開示 

試験結果については、栗原市個人情報の保護に関する法律施行条例により、口頭で開示

を請求することができます。開示を請求する場合は、原則として受験者本人が受験票を持

参し、午前８時３０分から午後５時１５分まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する

法律に規定する祝日を除く。）に、金成庁舎２階の学校教育課に直接おいでください。 

開示内容等については、次のとおりです。なお、電話、はがき等による開示の請求はで

きません。 

⑴ 開示内容 順位及び得点 

⑵ 開示受付期間 合格発表の日から１か月間  

 

７ 合格者について 

試験の合格者は、健康診断書（市様式）を令和８年３月６日（金）まで、学校教育課に

提出していただきます。なお、令和８年２月２７日以降に送付した健康診断書（市様式）

に記されている全ての検査項目の結果が記された健康診断書又は人間ドックの結果通知



- 3 - 
 

（令和７年度中に受検したもの）がある場合は、その写しを提出することにより受診した

ものとみなします。 

 

８ 任用期間 

一般選考      令和８年４月１日から翌年３月３１日まで 

教職経験者特別選考 令和８年４月２日から翌年３月３１日まで 

ただし、教育委員会が必要と認めるときは、勤務実績、健康状態その他任用に必要な事

項を確認の上、その任期を１年間更新（最長５年間）する場合があります。 

 

９ 合格から採用まで 

試験の合格者は、栗原市任期付市費負担教員任用候補者名簿に登載され、そのうちから

採用者が決定されます。したがって、合格者全員が採用されるとは限りませんので、御了

承願います。なお、任用候補者名簿の有効期限は、原則として１年間です。ただし、次の

事項に該当した場合は、任用候補者名簿への登載を取り消します。 

⑴  提出された書類の記載事項に故意による不正があった場合 

⑵  教員免許状取得見込みの者が当該免許状を取得できなかった場合 

⑶  合格後、地方公務員法第１６条又は学校教育法第９条に該当した場合 

 

１０ 給与等 

⑴  市の条例等の規定に基づき、給料を支給します。職歴がある場合は一定の基準により

職歴期間を加算の上、給料を決定します。（４ページを確認してください。） 

⑵  扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。 

 

１１ 健康保険 

  公立学校共済組合に加入します。 

 

１２ その他 

⑴  健康診断に要する費用等は受験者本人の負担となりますので、予め御了承願います。 

⑵  不明な点がありましたら、学校教育課にお問い合わせください。 

 

〒９８９－５１７１ 宮城県栗原市金成沢辺町沖２００番地  

栗原市教育委員会 学校教育課   

電話：０２２８－４２－３５１２  

FAX ：０２２８－４２－３５１８ 

E-mail：gakkokyoiku@kuriharacity.jp 

mailto:gakkokyoiku@kuriharacity.jp
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【１‐(３)‐アに定める欠格事項について】 

◎ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条の欠格条項 

第１６条 次の各号のいずれかにに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員とな

り、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。  

⑴ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

⑵ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し

ない者 

⑶ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から第６３条までに規定

する罪を犯し、刑に処せられた者 

⑷ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
 
◎ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９条の欠格事項 

第９条 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。  

⑴ 禁錮以上の刑に処せられた者  

⑵ 教育職員免許法第１０条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状が 

その効力を失い、当該失効の日から３年を経過しない者 

⑶ 教育職員免許法第１１条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を

受け、３年を経過しない者 

⑷ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
 
【１０‐(１)に定める給料について】 

◎ 栗原市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教員の採用等に関する条例 

第３条 市費負担教員には、栗原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年栗

原市条例第４２号。以下「勤務時間条例」という。）第８条第１項に規定する正規の勤

務時間（以下「正規の勤務時間」という。）による勤務に対する報酬として、別表第１

の左欄に掲げる教職経験年数の区分に応じ、同表の右欄に定める給料月額を支給する。 

２ 前項に規定する教職経験年数の算定方法は、教育委員会規則で定める。 

別表第１（第３条関係）                                                           

教職経験年数の区分 給料月額 

１年未満 ２６６，２００円 

１年以上２年未満 ２７０，９００円 

２年以上３年未満 ２７５，２００円 

３年以上４年未満 ２７９，６００円 

４年以上５年未満 ２８３，８００円 

５年以上６年未満 ２８８，２００円 

６年以上７年未満 ２９１，３００円 

７年以上８年未満 ２９４，４００円 

８年以上 ２９７，１００円 

   ※令和７年１２月１２日現在 


